
三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助制度のご案内

高齢運転者による交通事故が社会問題となっています。特にアクセルとブレーキの踏み間違いによる誤
発進は、大きな事故につながります。三春町では、後付けの安全運転支援装置（ペダル踏み間違い急発進等
抑制装置）（以下安全運転支援装置という。）の購入及び設置費用を補助します。

①三春町に住民登録があり、申請する年度内に６５歳以上となる方

②令和２年４月１日以降に安全運転支援装置を販売取付事業者（自動車整備事業者・カー用品量販店等）で

購入・取付し、支払いを完了した方

③自動車運転免許証を保有している方

④自動車税及び町税等を滞納していない方

①安全運転支援装置を設置可能な普通自動車、小型自動車または軽自動車で、自家用の用途に供す

る自動車（リース、レンタルを除く）。

②補助対象者は自動車車検証に記載される使用者と補助対象が一致すること。一致しない場合は、

自動車検査証に記載の「所有者」または「使用者」欄の住所と、補助対象者の自動車運転免許

証に記載の住所が同一であること。

国土交通省の性能認定を受けた後付けの急発進等抑制装置（ペダル踏み間違い急発進等抑制装置）で、

次世代自動車振興センターが認定した後付け装置取扱事業者の店舗等で設置したもの

※補助対象装置は、国土交通省のＨＰから確認できます。

※認定を受けた安全運転支援装置以外の装置や、後付け装置取扱事業者の店舗等以外で取付けを行ったも

のは補助の対象外です。設置前に必ずご確認ください。

●補助率： １／２以内 ●補助金額：センサー有り 上限３万円 センサー無し 上限２万円

※１人につき１回 ※国の補助があった場合はその残額が補助対象です。

補助対象者 次のいずれにも該当する方です。

補助対象自動車 次のいずれも該当する車両です。

補助対象装置

安全運転支援装置の名称（代表例）

障害物検知機能付きペダル踏み間違い

急発進抑制装置等（センサー有り）

踏み間違い加速抑制システム

ペダル踏み間違い時加速抑制装置「つくつく防止」

ペダル踏み間違い急発進抑制装置等

（センサー無し）

S-DRIVE 誤発進防止システム２

JARWA_ S-DRIVE

ペダルの見張り番Ⅱ

アクセル見守り隊

ペダル踏み間違い防止装置 ワンペダル

補助率・補助金額
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販売取付事業者（自動車整備事業者・カー用品量販店等）で、安全運転支援装置を購入・取付

※安全運転支援装置の種類や取付、補助金の国及び町制度の取り扱いなどについて、必ず事前に

町及び販売取付事業者へ相談・確認してください。

販売取付事業者に購入・取付費用を支払い。

※申請書は、総務課窓口、町ホームページから入手できます。

※補助金を受けた装置は、原則１年以上使用してください。

【お問合せ先】三春町役場 総務課 自治防災グループ

三 春 町 TEL 0247-62-1114 FAX 0247-61-1110

補助金を受け取るまでの流れ

（１）補助対象装置の取り付け

（２）取付費用等の支払い

（３）申請書類等を総務課自治防災グループへ提出

【必要書類等】

□補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）

□安全運転支援装置販売・設置証明書（様式第２号）

※後付け装置取扱事業者の店舗等に発行を依頼

□補助金請求書（様式第４号）

□運転免許証の写し

□車検証の写し（使用者欄が申請書本人）

□代金の支払手続きが完了したことを証する書類（領収書の写し等）

□振込先が分かる通帳等の写し

※審査上、その他書類の提出を求める場合があります。

（４）補助金が指定口座に振り込まれます。

【ご注意】

○ 補助対象装置は、道路運送車両の保安基準に適合し、次のいずれかのペダル踏み間違い等による

急加速抑制装置として機能を有するものに限ります。

１）自動車の停止時及び徐行時において、前方または後方の障害物を車体に整備されたセンサーが

検知し、アクセルペダルが強く踏まれた際に加速を制御する装置。

２）車両側の車速信号を監視し、自動車の停止時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み

込まれた際に加速を制御する装置。

３）踏めばブレーキ、足を横にずらしてアクセルを操作できるようにしたもので、「踏む動作」と

「開く動作」という異なる動きで操作することで踏み間違いを起こさないようにする装置。

○ 新車購入で既に装置が取り付けられている場合は対象となりません。

○ 安全運転支援装置を購入し自ら取付けた場合は対象となりません。

○ 安全運転支援装置の取付けや使用に伴う事故・損害等について、町はその責任を負いません。

○ 虚偽または不正な行為等により補助金を受けた場合、補助金を返還していただきます。
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